
 

消費税の転嫁の方法及び消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為の届出に関す

る規則（平成二十五年公正取引委員会規則第四号） 

 

 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関

する特別措置法（平成二十五年法律第四十一号）第十二条の規定に基づき、消費税の転嫁

の方法及び消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為の届出に関する規則を次の

ように定める。 

 

 （消費税の転嫁の方法の決定に係る共同行為の実施届出）  

第一条 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正 

等に関する特別措置法 （以下「法」という。）第十二条 の規定により、消費税の転嫁 

の方法の決定に係る共同行為をしようとするものは、あらかじめ様式第一号による届出 

書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。  

２ 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。  

 一 一の事業者団体が共同行為をしようとする場合又は二以上のものがする共同行為に  

事業者団体が参加しようとする場合には、当該事業者団体（当該事業者団体の直接又  

は間接の構成員である事業者団体を含む。次条において同じ。）の名称、設立に係る  

根拠法、住所、代表者の氏名、構成事業者の数及び構成事業者のうち中小事業者が三  

分の二以上である旨を記載した書類  

 二 共同行為に係る協定書又は共同行為を議決した会議の議事録を作成している場合に  

は、その写し  

 （消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為の実施届出）  

第二条 法第十二条の規定により、消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為を 

しようとするものは、あらかじめ様式第二号による届出書一通を公正取引委員会に提出 

しなければならない。  

２ 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。  

 一 一の事業者団体が共同行為をしようとする場合又は二以上のものがする共同行為に  

事業者団体が参加しようとする場合には、当該事業者団体の名称、設立に係る根拠法、  

住所、代表者の氏名及び構成事業者の数を記載した書類  

 二 共同行為に係る協定書又は共同行為を議決した会議の議事録を作成している場合に  

は、その写し  

３ この条の規定に基づく届出をしようとするものが前条の規定に基づく届出を同時にし 

ようとする場合には、様式第一号による届出書及び様式第二号による届出書に共通する 

事項については様式第二号による届出書の記載を省略し、又は前項に掲げる書類の添付 

を省略することができる。  

 （変更届出）  



 

第三条 第一条又は前条の規定に基づく届出をしたものは、当該届出書に記載した事項を 

変更しようとする場合（事業者団体の直接又は間接の構成員である事業者団体に変更が 

生じる場合を含む。）には、あらかじめそれぞれ様式第三号又は第四号による届出書一 

通を公正取引委員会に提出しなければならない。この場合において、第一条第一項又は 

前条第一項の届出書の記載事項のうち変更をしない記載事項については、その記載を省 

略することができる。  

２ 前項の届出書には、第一条第二項又は前条第二項に掲げる書類のうち変更しようとす 

る事項に関する書類を添付しなければならない。  

３ 前条第三項の規定は、この条の規定に基づく届出について準用する。この場合におい 

て、前条第三項中「様式第一号」とあるのは「様式第三号」と、「様式第二号」とある 

のは「様式第四号」と読み替えるものとする。  

 （廃止届出）  

第四条 前三条の規定に基づく届出をしたものは、当該届出に係る共同行為を廃止した場 

合には、遅滞なく、様式第五号による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければな 

らない。  

   附 則  

 この規則は、法の施行の日（平成二十五年十月一日）から施行する。  

 


